
亀山市告示第７０号  

 亀山市木造住宅耐震補強計画事業補助金交付要綱の一部を改正す

る告示を次のように定める。  

  平成２９年３月３１日  

亀山市長 櫻 井   義 之  

 

   亀山市木造住宅耐震補強計画事業補助金交付要綱の一部を改

正する告示  

 

 亀山市木造住宅耐震補強計画事業補助金交付要綱（平成１８年亀

山市告示第１０２号）の一部を次のように改正する。  

 第５条中「含む。）の」の次に「３分の２に相当する」を加え、

同条ただし書中「２４万円」を「１６万円」に改める。  

附 則  

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。  


